
138 4章　情報の管理・分析と知的財産

もの）
　　• 建築（美術の範囲に属すると認められる橋，公会堂など。一般のビルや居住用住宅

は除く）
　　• 地図・学術的性質を有する図面・図表・模型・その他の図形
　　• 映画（思想または感情が映像の連続において表現されている）

4-7表　著作権の種類と内容

　 権利の種類と内容

著
作
権
（
広
義
）

狭
義
の
著
作
権
（
著
作
者
の
権
利
を
保
護
）

著作者
人格権

公表権
氏名表示権
同一性保持権

著作権
（財産権）

複製権
上演・演奏権
上映権
公衆送信権等（送信可能化権を含む），公の伝達権
口述権
展示権
頒布権（映画の著作物のみ）
譲渡権（映画の著作物を除く）
貸与権（映画の著作物を除く）
翻訳権，翻案権等（無断で翻訳・翻案されない権利）
二次的著作物利用権（二次著作物を第三者が利用する際の原著作者の
権利）

著
作
隣
接
権

実演家

実演家人格権 氏名表示権，同一性保持権
許諾権
（財産権）

録音権・録画権，放送権・有線放送権，送信可能化権，
譲渡権，貸与権（レコード発売後 1年間）

報酬請求権
（財産権）

CD等の放送，有線放送について使用料を請求できる
権利
CD 等のレンタルについて使用料を請求できる権利
（レコード発売後 2年目～70年目まで）
生の実演が含まれる放送の有線放送による同時再送信
について，使用料を請求できる権利

レコード製
作者

許諾権
（財産権）

複製権，送信可能化権，譲渡権，貸与権（レコード発
売後 1年間）

報酬請求権
（財産権）

CD等の放送，有線放送，CD等のレンタルについて使
用料を請求できる権利（レコード発売後 2年目～70年
目まで）

放送事業者 許諾権
（財産権）

複製権，再放送権，有線放送権，送信可能化権，テレ
ビ放送の公の伝達権

有線放送事
業者

許諾権
（財産権）

複製権，放送権，再有線放送権，送信可能化権，有線
テレビ放送の公の伝達権


